
（法第 10条第 1項第 2号イ関係） 

 

 

役 員 名 簿 

 

特定非営利活動法人りらいず 

役職名 氏 名 住 所 又 は 居 所 報酬の有無 

代表理事 

 

 

 

髙井洋季 静岡県賀茂郡西伊豆町安良里４８６番地 無 

理事 

 

 

 

 

小村麻衣花 
静岡県賀茂郡西伊豆町安良里４２１番地の

１１ 
無 

理事 

 

 伊藤章 
神奈川県川崎市宮前区菅生 1丁目 1番８―４

０２号 シャトレー菅生 
無 

監事 

 

 

 

 

勝呂崇史 静岡県伊豆市小土肥１１４番地の２ 無 

 

（備考） 

１ 「氏名」、「住所又は居所」、「報酬の有無」は、全ての役員について記載する。 

２ 「氏名」、「住所又は居所」の欄には、住民票等によって証された氏名、住所又は居所を記載す

る。 

３ 「報酬の有無」の欄には、定款の定めに従い報酬を受ける役員には「有」、報酬を受けない役員

には「無」を記入する。 

４ 役員総数に対する報酬を受ける役員数（「報酬の有無」欄の「有」の数）の割合は、３分の１以

下でなければならない（法第２条第２項第１号ロ）。 


